
◎
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外

公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
四
年
九
月
五
日
法
律
第
七
〇
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
四
年
七
月
二
五
日
・
衆
議
院
外
務
委
員
会
）

○
玄
葉
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
在
外
公
館
の
名
称
及

び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
を
御
説
明
い

た
し
ま
す
。

改
正
の
第
一
は
、
在
ク
ッ
ク
日
本
国
大
使
館
及
び
在
南
ス
ー
ダ
ン
日
本

国
大
使
館
の
新
設
を
行
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
二
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
あ
る
在
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
日
本
国

総
領
事
館
及
び
ド
イ
ツ
に
あ
る
在
ハ
ン
ブ
ル
ク
日
本
国
総
領
事
館
の
廃
止

を
行
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
三
は
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手

当
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
四
は
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
住
居
手
当
の

支
給
に
関
す
る
制
度
を
改
正
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
五
は
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
研
修
員
手
当

の
号
を
追
加
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
改
正
内
容
の
う
ち
、
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
の
改
定
、
住
居

手
当
の
支
給
に
関
す
る
制
度
の
改
正
及
び
研
修
員
手
当
の
号
の
追
加
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
の
適
正
な
執
行
の
観
点
か
ら
、
で
き
る

限
り
速
や
か
に
実
施
す
る
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
御
審
議
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
外
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
四
年
八
月
二
日
）

○
田
中
眞
紀
子
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
外
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
在
ク
ッ
ク
日
本
国
大
使
館
及
び
在
南
ス
ー
ダ
ン
日
本
国
大
使

館
を
新
設
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
に
あ
る
日
本
国
総
領
事

館
及
び
ド
イ
ツ
・
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
あ
る
日
本
国
総
領
事
館
を
廃
止
す
る
こ

と
、

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
七
九



第
三
に
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基

準
額
を
改
定
す
る
こ
と
、

第
四
に
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
住
居
手
当
の
支
給
方

法
を
改
定
す
る
こ
と

等
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
六
月
一
日
外
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
七
月
二
十
五
日

玄
葉
外
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
昨
日
質
疑
を
終
局
い

た
し
ま
し
た
。

質
疑
終
局
後
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
か
ら
、
施
行
期
日
等
に
関
す

る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
提
出
者
か
ら
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し

た
。
次
い
で
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て

修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま

す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
四
年
八
月
一
日
）

○
長
安
委
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、

そ
の
趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
原
案
で
は
「
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
」
と
な
っ
て
い
る
施

行
期
日
を
「
公
布
の
日
」
に
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
及
び

研
修
員
手
当
に
関
す
る
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
四
年
八
月
一
日
）

我
が
国
に
未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
既
に
一

年
四
箇
月
余
り
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
国
際
社
会
か
ら
我
が
国
に
対
し

て
多
く
の
支
援
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
支
援
を
こ
れ
ま
で
の
我
が
国

の
外
交
活
動
に
対
す
る
評
価
の
表
れ
と
捉
え
、
我
が
国
は
引
き
続
き
積
極

的
な
外
交
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
我
が
国
を
取
り
巻
く
国
際

情
勢
は
不
確
実
性
を
増
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
本
年
四
月
十
三
日
に
北

朝
鮮
が
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
た
こ
と
で
、
北
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障

環
境
は
以
前
よ
り
も
緊
張
の
度
合
い
を
高
め
て
い
る
。さ
ら
に
、本
年
は
、

ロ
シ
ア
及
び
フ
ラ
ン
ス
で
五
月
に
新
大
統
領
が
就
任
し
た
ほ
か
、
中
国
、

米
国
、
韓
国
な
ど
で
も
大
統
領
選
挙
や
指
導
者
の
交
代
が
予
定
さ
れ
て
お

り
、
核
軍
縮
・
不
拡
散
問
題
や
気
候
変
動
問
題
、
貧
困
削
減
、
平
和
構
築

と
い
っ
た
国
際
社
会
が
一
致
結
束
し
て
取
り
組
む
べ
き
地
球
規
模
問
題
の

解
決
を
左
右
す
る
転
機
の
年
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
我
が
国
に
求
め

ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
国
益
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
際
社
会
と
の
協
力
・
連

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
八
〇



携
の
下
、諸
課
題
に
毅
然
と
対
応
す
る
外
交
力
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
、

外
務
省
の
外
交
体
制
の
強
化
や
危
機
管
理
体
制
の
改
革
が
不
可
欠
で
あ

る
。他

方
、
国
内
に
お
い
て
は
、
厳
し
い
財
政
事
情
及
び
東
日
本
大
震
災
に

対
処
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
一
層
の
歳
出
削
減
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
在

外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
在
勤
手
当
な
ど
、
在
外
公
館
に
係
る
様
々
な
経
費

に
つ
い
て
も
、
国
民
か
ら
厳
し
い
視
線
が
注
が
れ
て
い
る
。
外
交
体
制
強

化
等
へ
の
取
組
に
際
し
て
は
、
こ
う
し
た
国
内
事
情
を
重
く
受
け
止
め
、

国
民
の
声
に
真
摯
に
応
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
検
討
の
上
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

我
が
国
の
外
交
力
強
化
の
観
点
か
ら
、
外
交
の
最
前
線
基
地
で
あ
る

在
外
公
館
の
重
要
性
に
鑑
み
、
我
が
国
の
国
益
、
相
手
国
と
の
相
互
主

義
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
戦
略
的
に
大
使
館
の
実
館
化
を
進
め
る
こ
と
。

特
に
、
国
連
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
、
我
が
国

も
自
衛
隊
を
派
遣
し
て
い
る
南
ス
ー
ダ
ン
に
つ
い
て
は
、
国
造
り
を
継

続
的
に
支
援
し
、
緊
密
な
二
国
間
関
係
を
構
築
す
る
た
め
、
一
刻
も
早

く
実
館
を
設
置
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
館
開
設
ま
で
は
、
在
ス
ー
ダ
ン

大
使
館
が
在
南
ス
ー
ダ
ン
大
使
館
を
兼
轄
す
る
が
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
お

け
る
外
交
活
動
に
遺
漏
な
き
よ
う
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

一

在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
大
規
模
自
然
災
害
、
治
安
情
勢
の
悪
化
、

犯
罪
・
テ
ロ
等
の
緊
急
事
態
の
際
、
在
外
邦
人
に
対
し
て
迅
速
か
つ
き

め
細
や
か
な
支
援
を
行
え
る
よ
う
、
情
報
の
日
常
的
な
提
供
・
共
有
体

制
等
も
含
め
て
危
機
管
理
体
制
の
機
能
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

一

我
が
国
の
厳
し
い
財
政
事
情
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
在
外
公
館
に
関

わ
る
予
算
の
効
率
性
・
透
明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
執
行
に
当

た
っ
て
は
、
適
切
な
支
出
が
図
ら
れ
る
よ
う
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

一

在
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
各
任
地
の
事
情
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、

民
間
企
業
や
諸
外
国
外
交
官
の
給
与
・
手
当
の
水
準
、
為
替
・
物
価
の

変
動
な
ど
客
観
的
な
基
準
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
全
般
に
わ
た
る

見
直
し
を
行
う
こ
と
。
見
直
し
に
際
し
て
は
、
国
内
の
財
政
事
情
及
び

外
交
活
動
を
推
進
す
る
上
で
の
必
要
性
の
双
方
を
考
慮
し
、
適
切
な
額

を
算
出
す
る
こ
と
。

一

国
際
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
海
外
渡
航
者
や
在
外
邦
人
の
増

加
に
伴
っ
て
領
事
業
務
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
邦

人
の
活
動
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
国
民
の
視
点
に
立
っ
た
領
事

サ
ー
ビ
ス
の
不
断
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

一

外
務
省
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
層
の
情
報
公
開
と
外
交
機
能
強
化
の

た
め
の
組
織
・
制
度
の
改
革
に
全
力
で
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
国
民

に
対
し
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
。

一

在
外
公
館
に
お
け
る
監
査
・
査
察
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
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と
。

右
決
議
す
る
。

三
、
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
長
報
告（
平
成
二
四
年
八
月
二
九
日
）

○
福
山
哲
郎
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
新
た
に
外
交
関
係
を
開
設
し
た
ク
ッ
ク
諸
島
及
び
南

ス
ー
ダ
ン
共
和
国
に
大
使
館
を
新
設
す
る
こ
と
、
米
国
の
在
ポ
ー
ト
ラ
ン

ド
総
領
事
館
及
び
ド
イ
ツ
の
在
ハ
ン
ブ
ル
ク
総
領
事
館
を
廃
止
す
る
こ

と
、
既
設
の
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基

準
額
を
改
定
す
る
こ
と
、
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
制
度
を
改
正
す
る

こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
案
の
成
立
の
遅
れ
に
伴
う
影
響
、
大

使
館
百
五
十
館
体
制
の
具
体
化
、
在
南
ス
ー
ダ
ン
大
使
館
の
早
急
な
実
館

化
、
在
勤
手
当
の
適
正
化
と
生
計
費
調
査
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
九
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し

た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
四
年
八
月
二
八
日
）

東
日
本
大
震
災
か
ら
既
に
一
年
五
箇
月
余
り
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、

国
際
社
会
か
ら
我
が
国
に
対
し
て
多
く
の
支
援
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

の
支
援
を
こ
れ
ま
で
の
我
が
国
の
外
交
活
動
に
対
す
る
評
価
の
表
れ
と
捉

え
、
我
が
国
は
引
き
続
き
積
極
的
な
外
交
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
国
際
情
勢
が
不
確
実
性
を
増
し
、
尖
閣
諸
島
や
竹
島
問
題
等
近
隣
諸

国
と
の
関
係
に
も
困
難
が
生
じ
て
い
る
中
、
我
が
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る

も
の
は
、
国
益
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
際
社
会
と
の
協
力
・
連
携
の
下
、
諸

課
題
に
毅
然
と
対
応
す
る
外
交
力
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
外
務
省
の

外
交
体
制
の
強
化
や
危
機
管
理
体
制
の
改
革
が
不
可
欠
で
あ
る
。

同
時
に
、
国
内
に
お
い
て
は
、
厳
し
い
財
政
事
情
及
び
東
日
本
大
震
災

に
対
処
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
一
層
の
歳
出
削
減
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
在
勤
手
当
な
ど
、
在
外
公
館
に
係
る
様
々
な
経

費
に
つ
い
て
も
、
国
民
か
ら
厳
し
い
視
線
が
注
が
れ
て
い
る
。
外
交
体
制

強
化
等
へ
の
取
組
に
際
し
て
は
、
こ
う
し
た
国
内
事
情
を
重
く
受
け
止

め
、
国
民
の
声
に
真
摯
に
応
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
検
討
の
上
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
我
が
国
の
外
交
力
強
化
の
観
点
か
ら
、
外
交
の
最
前
線
基
地
で
あ
る

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
八
二



在
外
公
館
の
重
要
性
に
鑑
み
、
我
が
国
の
国
益
、
相
手
国
と
の
相
互
主

義
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
戦
略
的
に
大
使
館
の
実
館
化
を
進
め
る
こ
と
。

特
に
、
国
連
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
、
我
が
国

も
自
衛
隊
を
派
遣
し
て
い
る
南
ス
ー
ダ
ン
に
つ
い
て
は
、
国
造
り
を
継

続
的
に
支
援
し
、
緊
密
な
二
国
間
関
係
を
構
築
す
る
た
め
、
一
刻
も
早

く
実
館
を
設
置
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
館
開
設
ま
で
は
、
在
ス
ー
ダ
ン

大
使
館
が
在
南
ス
ー
ダ
ン
大
使
館
を
兼
轄
す
る
が
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
お

け
る
外
交
活
動
に
遺
漏
な
き
よ
う
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

二
、
在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
大
規
模
自
然
災
害
、
治
安
情
勢
の
悪
化
、

犯
罪
・
テ
ロ
等
の
緊
急
事
態
の
際
、
在
外
邦
人
に
対
し
て
迅
速
か
つ
き

め
細
や
か
な
支
援
を
行
え
る
よ
う
、
情
報
の
日
常
的
な
提
供
・
共
有
体

制
等
も
含
め
て
危
機
管
理
体
制
の
機
能
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
在
外
公
館
に
お
い
て
も
、
領
土
問
題
等
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
の

発
信
に
、
よ
り
一
層
努
め
る
と
と
も
に
、
竹
島
問
題
等
領
土
に
関
す
る

政
府
一
丸
と
な
っ
た
取
組
を
強
化
し
、
外
務
省
と
し
て
十
全
の
参
画
を

図
る
こ
と
。

四
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
事
情
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
在
外
公
館
に
関

わ
る
予
算
の
効
率
性
・
透
明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
執
行
に
当

た
っ
て
は
、
適
切
な
支
出
が
図
ら
れ
る
よ
う
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

五
、
在
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
各
任
地
の
事
情
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、

民
間
企
業
や
諸
外
国
外
交
官
の
給
与
・
手
当
の
水
準
、
為
替
・
物
価
の

変
動
な
ど
客
観
的
な
基
準
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
全
般
に
わ
た
る

見
直
し
を
行
う
こ
と
。
見
直
し
に
際
し
て
は
、
国
内
の
財
政
事
情
及
び

外
交
活
動
を
推
進
す
る
上
で
の
必
要
性
の
双
方
を
考
慮
し
、
適
切
な
額

を
算
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
外
務
省
が
実
施
す
る
各
地
の
生
計
費
等
の

調
査
結
果
及
び
そ
の
在
勤
基
本
手
当
等
へ
の
反
映
状
況
に
つ
い
て
は
、

国
会
に
対
し
て
十
分
な
報
告
を
行
う
こ
と
。

六
、
国
際
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
海
外
渡
航
者
や
在
外
邦
人
の
増

加
に
伴
っ
て
領
事
業
務
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
邦

人
の
活
動
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
国
民
の
視
点
に
立
っ
た
領
事

サ
ー
ビ
ス
の
不
断
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
外
務
省
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
層
の
情
報
公
開
と
外
交
機
能
強
化
の

た
め
の
組
織
・
制
度
の
改
革
に
全
力
で
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
国
民

に
対
し
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
。

八
、
在
外
公
館
に
お
け
る
監
査
・
査
察
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ

と
。

九
、
在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
被
災
地
産
品
の
風
評
被
害
の
解
消
に
向
け

た
情
報
発
信
・
広
報
体
制
の
強
化
な
ど
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

等
に
資
す
る
取
組
を
官
民
一
体
と
な
っ
て
よ
り
一
層
推
し
進
め
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
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